
 

 

 

土曜日の臨時閉庁について 

 ハローワーク浜松（浅田庁舎）では、祝日を除き、第 1・3 土曜日に職業相談業務を行って

いますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、令和 4年 8月から第 3土曜日

を臨時閉庁しておりますが引き続き令和５年５月まで延長することとしました。 

◇◇臨時閉庁日◇◇ 

令和 5年4月 15日（土） 

令和 5年5月 20日（土） 
10:00～17:00 

 

※ご来所いただいてもハローワークには入所できませんのでご注意ください。 

●以降の開庁予定につきましては、 
確定次第ホームページ上に掲載いたします。 

静岡労働局ホームページ■ハローワーク浜松の最新情報 

 
 

●湖西市地域職業相談室（湖西市新居町浜名 519-1 新居地域センター2 階：電
話（053-594-0855）は、通常どおり毎週土曜日開庁いたします（毎週日・
月曜日が定休日）。 
●ハローワークで取り扱っている求人は「ハローワークインターネットサービ
ス」で検索・閲覧することが出来ますのでご利用ください。 
 
 
 
 

ご利用者の皆さまには、ご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。 

 
ハローワーク浜松 職業紹介第１部門 ☎053-457-5156 

 

ハローワーク浜松からの重要なお知らせ 

ハローワークインターネットサービス 

 
ハローワークインターネットサービス 検索 

ハローワーク浜松の最新情報 検索 


